
許可・受理番号/許可年月

日・届け出受理年月日
事業主名称/事業所名称 事業所在地/電話番号 派遣料金の平均 派遣労働者の賃金の平均額 マージン率 労使協定の締結

キャリアコンサルティング

相談窓口の連絡先

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

東京支店

東京都大田区平和島6-1-1

東京流通センタービル７Ｆ

03-3767-3505

16,373円

（令和６年３月現在）

11,809円

（令和６年３月現在）

27.9％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

03-3768-0634

（担当：中村）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

大阪支店

大阪府大阪市福島7-6-7

大阪HTSビル８F

06-6457-0102

15,143円

（令和６年３月現在）

10,287円

（令和６年３月現在）

32.0％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

06-6457-0103

（担当：永田）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

名古屋支店

愛知県名古屋市中区正木4-6-6

第１３フクマルビル２F

052-683-8631

13,715円

（令和６年３月現在）

9,784円

（令和６年３月現在）

28.6％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

052-683-8631

（担当：上田）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

江東営業所

東京都江東区富岡1-10-10

石崎ビル３F

03-6240-3013

派遣実績なし

（令和６年３月現在）

派遣実績なし

（令和６年３月現在）

派遣実績なし

（令和６年３月現在）
締結なし

03-6240-3013

（担当：五十嵐）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

湘南厚木支店

神奈川県厚木市旭町1-22-20

ハラダ旭町ビル８F

046-227-3741

16,144円

（令和６年３月現在）

11,136円

（令和６年３月現在）

31.0％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

046-227-3741

（担当：大弓）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

立川営業所

東京都立川市柴崎町2-1-10

高島ビル５Ｆ

042-521-5591

15,760円

（令和６年３月現在）

10,531円

（令和６年３月現在）

33.2％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

042-521-5591

（担当：加藤）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

横浜支店

神奈川県横浜市西区高島2-14-12

ヨコハマジャスト２号館７F

045-440-4455

19,558円

（令和６年３月現在）

14,001円

（令和６年３月現在）

28.4％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

045-440-4455

（担当：佐藤）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

仙台支店

宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-15

大内ビル７F

022-293-7971

13,010円

（令和６年３月現在）

8,858円

（令和６年３月現在）

31.9％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

022-293-7975

（担当：小野）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

福島営業所

福島県伊達市保原町9-2

サンライズビル２F

024-576-4166

13,600円

（令和６年３月現在）

9,100円

（令和６年３月現在）

33.1％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

024-576-3103

（担当：太田）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

千葉支店

千葉県船橋市印内町595-1

NST第２ビル５F

047-420-1911

15,760円

（令和６年３月現在）

9,980円

（令和６年３月現在）

26.7％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

047-420-1911

（担当：境井）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

埼玉支店

埼玉県越谷市南越谷1-16-1

布武プラザ越谷ビル５F

048-990-3624

14,558円

（令和６年３月現在）

10,037円

（令和６年３月現在）

31.1％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

048-990-3624

（担当：齋藤）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

町田営業所

東京都町田市原町田1-2-6

第２ひろせビル２F

042-739-7331

14,267円

（令和６年３月現在）

9,954円

（令和６年３月現在）

30.2％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

042-739-7335

（担当：髙橋）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

成田空港事業所

千葉県成田市古込1-1

第二旅客ターミナル本館５階Ｍ5007

0476-34-6057

18,514円

（令和６年３月現在）

12,799円

（令和６年３月現在）

30.9％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

0476-34-6057

（担当：髙橋）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

羽田空港事業所

東京都大田区羽田空港3-2-2

第１旅客ターミナル１Ｆ

03-6459-9422

派遣実績なし

（令和６年３月現在）

派遣実績なし

（令和６年３月現在）

派遣実績なし

（令和６年３月現在）
締結なし

03-6459-9431

（担当：高村）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

福岡支店

福岡県福岡市中央区天神3-12-15

オガタビル２F

092-716-8565

13,856円

（令和６年３月現在）

9,775円

（令和６年３月現在）

29.5％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

092-716-8565

（担当：諸富）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

橋本営業所

神奈川県相模原市緑区橋本3-18-5

エイケイビル２F

042-703-5081

15,204円

（令和６年３月現在）

10,725円

（令和６年３月現在）

29.5％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

042-703-5081

（担当：清水）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

柏営業所

千葉県柏市旭町1-2-8

ネモト第３ビル７F

04-7170-0271

14,933円

（令和６年３月現在）

10,567円

（令和６年３月現在）

29.3％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

04-7170-0271

（担当：出﨑）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

埼京営業所

埼玉県所沢市日吉町15-9

第５本橋ビル３F

04-2936-7183

15,083円

（令和６年３月現在）

10,973円

（令和６年３月現在）

27.3％

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

04-2936-7183

（担当：小池）

派13－060020

平成３年１１月１日

羽田タートルサービス株式会社

千葉駅前営業所

千葉県千葉市中央区弁天1-15-1

細川ビル２F

043-306-3170

派遣実績なし

（令和６年３月現在）

派遣実績なし

（令和６年３月現在）

派遣実績なし

（令和６年３月現在）

締結あり

協定書の有効期間の終期

令和7年3月31日

043-306-3170

（担当：折原）

■派遣労働者の賃金には給与・手当等を含みます。

■マージン率に含まれるものは下記のとおりです。

各種保険料 健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料（40歳以上の被保険者）・労災保険料・雇用保険料

福利厚生費 派遣労働者が取得する年次有給休暇に掛かる費用・健康診断費用・安全保護具に掛かる費用等

教育研修費 安全衛生教育に掛かる費用・キャリアアップ教育に掛かる費用等

派遣元経費 運営費・募集広告費・その他

営業利益 派遣料金総額から上記費用を差し引いた金額

■すべての派遣労働者に対して、下記のとおりキャリアアップ教育訓練を実施します。

教育訓練の種類 実施方法 実施主体 対象者の費用負担 賃金支給

業務基礎教育 研修資料を使用した座学 派遣元 無償 有給

物流基礎教育 研修資料を使用した座学 派遣元 無償 有給

PC基礎教育 研修資料を使用した座学・実技 派遣元 無償 有給

管理業務教育 研修資料を使用した座学 派遣元 無償 有給

資格取得関係教育 研修資料を使用した座学・実技 派遣元 無償 有給

■その他労働者派遣事業の業務に関し、参考となる事項

特にありません。


